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１ 事業実施プロセスチェックについて 

(１) 事業実施プロセスチェックの目的 

本市では、公共サービスの質の向上と行政経営の最適化を図るため、市の取組を複数の視点

から、評価・診断する「大野城市公共サービスＤＯＣＫ事業」を実施している。事業実施プロ

セスチェック（以下「プロセスチェック」という。）は、「大野城市公共サービスＤＯＣＫ事業」

で実施する診断等の内の一つである。 

このプロセスチェックでは、所管課における事業の実施プロセス（手順）に着目し、問題点

を明確にし改善策を見出すことで、効果的・効率的な業務の推進のための実施プロセスへの改

善を推進する。 

 

【事業実施プロセスチェックの目的】 

事業実施プロセスの変革の促進 

 

(２) プロセスチェックの概要 

１つの業務を処理手順単位に細分化したうえで、実施プロセスごとの難易度や作業時間、職

種別の従事割合、入出力情報などを可視化し、実施プロセスや担い手の見直し、外部委託やＩ

ＣＴの活用を含めた効果的・効率的な実施プロセスへ改善する可能性を評価する。 

なお、対象業務は、主に定例的や反復的などの義務的な業務としている。 

プロセスチェックに基づく実施プロセスの改善をすることで、対象業務にかかる業務量や職

員のリソースを削減し、重点的に取り組むべき他の事業等により注力できるようになる。 

 

(３) プロセスチェックの方法 

所管課が作成した資料に基づき、主任診断士（コンサルタント）が所管課に業務の詳細を確

認し、現行の業務フロー及び効果的・効率的な実施プロセスへの見直し（案）を作成した。 

その後、下記の公共サービス改革委員会有識者及び市職員にて、対象課の課長・係長を対象

にヒアリングを実施し、ヒアリング結果を講評としてとりまとめた。 

 

【事業実施プロセスチェック参加委員】 

公共サービス改革

委員会委員 

２名 行政経営について専門的な知識を有する者 

ＩＣＴ活用による業務改善に専門的な知識を有する者 

市職員 ３名 総合政策部長、経営戦略課長、 

デジタル推進課長 

合計 ５名  
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(４) プロセスチェックの対象 

本年度は、子育て支援課（保育所・幼稚園担当、子育て支援担当）が所管する以下の事業を

対象に実施した。 

①保育所等入所者管理事務 

②保育所等保育料決定・徴収事務 

③施設型給付費（保育施設） 

④幼児教育・保育の無償化事業（教育施設） 

⑤児童手当給付事業 

 

(５) 診断スケジュール 

11 月上旬  所管課の担当職員へ業務詳細の聞き取り 

12 月 24 日  プロセスチェック参加委員によるヒアリング及び改善案審議 

   ２月 10日   公共サービス改革委員会による審議 
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(６) 改善提案書の記載内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①難易度 

  各実施プロセスについて、所管課へ業務詳細を聞き取ったうえで、Ａ～Ｅの５段階で難易度

を評価。（ ）内は職種別従事割合の目安。 

  Ａ・・・正規職員が担う業務（正規職員 100％） 

  Ｂ・・・会計年度任用職員等が補助する業務（正規職員 75％：会計年度任用職員等 25％） 

  Ｃ・・・正規職員と会計年度任用職員等で分担する業務 

（正規職員 50％：会計年度任用職員等 50％） 

  Ｄ・・・正規職員が補助する業務（正規職員 25％：会計年度任用職員等 75％） 

  Ｅ・・・会計年度任用職員等が担う業務（正規職員 5％：会計年度任用職員等 95％） 

※②担い手変更  各実施プロセスにおいて、難易度に基づき職種別従事割合を変更した場合に

想定される、職種別の従事時間及び現行業務からの増減時間を算出。 

※③外部委託   対象の実施プロセスにおいて、外部委託を活用した場合に想定される、職種

別の従事時間及び現行業務からの増減時間を算出。 

※④ＩＣＴ活用  対象の実施プロセスにおいて、ＩＣＴを活用した場合に想定される、職種別

の従事時間及び現行業務からの増減時間を算出。 

 

２ プロセスチェックの結果 

対象事業ごとのプロセスチェックの結果（改善提案）は、次頁以降の通りである。 



９ 

 

①保育所等入所者管理事務 

  

４
 



９ 

 

②保育所等保育料決定・徴収事務 

  

５
 



９ 

 

③施設型給付費（保育施設） 

  

６
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④幼児教育・保育の無償化事業（教育施設） 

  

７
 



９ 

 

⑤児童手当給付事務 

 

８
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３ 全体的な講評 

 今年度の実施結果に基づくプロセスチェックに関する全体的な講評は、以下の通りである。 

 

① ＩＣＴの活用・自動化や担い手の最適化の検討 

全庁的に、外部団体（今回は保育園や幼稚園）との連絡・調整や書類の提出を求めるもの

について、ＩＣＴの技術を活用することは、連絡・調整にかかる業務量削減や書類提出・確

認の手順削減など、市と外部団体の両者にとって効率化・省力化の面で有効である。また、

業務の難易度に応じて会計年度任用職員等を活用することで、正規職員の負担を軽減し、政

策課題等の懸案事項の解決に注力できる。ＩＣＴの活用や担い手の最適化を検討するにあた

っては、同じ業務で他自治体の取組を参考に進めて行くことは有効な手段である。 

ただし、ＩＣＴを活用した実施プロセスの自動化・省力化や、正規職員が担当していたプ

ロセスを会計年度任用職員や外部事業者等の担当に見直すことは、それまで正規職員を通じ

て所管組織として維持・継承してきた業務に関する知識・ノウハウ等の専門性を低下させる

可能性がある。 

そのため、ＩＣＴや会計年度任用職員、外部委託事業者等を活用して業務を実施した場合

であっても、業務実施に係る様々な結果は、正規職員が中心となった所管部門が責任を負う

ことを十分に理解し、業務に関する知識・ノウハウ等が所管部門で維持・継承するための対

策を講ずる必要があるという点に留意すべきである。 

 

② 業務の効率化・省力化で生み出した職員労働力の活用策の検討 

様々な要因で市が実施しなければならない業務負荷が増え続けている状況において、業務

の効率化・省力化は重要な取組である。その際、業務の効率化・省力化によって生み出され

る従事職員の労働力は、市民サービスの向上の視点からは、人員の削減対象として捉えるの

ではなく、はじめに所管部門が取り組むべき政策課題等の懸案事項の解決に投入することが

重要である。 

業務の効率化・省力化で生み出された職員の労働力は、市民サービスに対するあるべき姿

について再考する機会として捉え、今まで解決につなげることができなかった懸案事項への

対応や、所管部門が主体となった事務事業の有効性、費用対効果を向上させる取組に活用す

ることが重要である。 

 

 

 

以上 


